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１月からの園・学校生活について 

 

日頃より、本市教育行政及び学校経営へのご理解ご協力に感謝いたします。 

 冬休みが終わり、子ども達の元気な姿が園や学校に戻ってきました。今年の冬休みは、比

較的感染状況が落ち着いていたこともあり、家族と外出をしたり、友達と遊んだり、部活動

に精を出したりすることのできたお子さんもいると思います。 

さて、新種のコロナ株（オミクロン）による影響も懸念される中、引き続き感染予防に心

がけていかなければなりません。 

つきましては、今後の教育活動について、園児児童生徒の健康と安全を考え、文部科学省

等からの通知やガイドラインに従って、引き続き感染防止対策を図りながら、下記の通り対

応して参りますのでご協力をお願いいたします。また、寒さの厳しい時期での登校となり、

新型コロナ感染症対策だけでなく、インフルエンザ等の感染症にも注意が必要となります。

感染症予防を目指す上で、朝の健康観察が大切となりますので、保護者の皆様には引き続き

ご協力をお願いいたします。 

なお、下線部分が前回通知（１０月２日）した内容に新しく加えたり、変更したりしたも

のとなります。 

 

記 

 

１ １月以降の園・学校生活について  

 ● 家庭での検温や健康観察を確実に行い、毎朝、健康カードを提出します。 

 ● 「３つの密（密閉・密集・密接）」を避ける、マスクの適切な着用、こまめな換気、

手洗いなどの基本的な感染症対策を継続して行っていきます。 

   ※マスクについては、国や県の通知からは、最も高い効果があるとされている不織布

が望ましいとされています。今後マスクを切り替える際には、不織布マスクを取り入

れていただけるようご協力をお願いします。 

 ● 感染防止対策を講じた上、通常の活動に近づくように取り組んでいきます。ただし感

染リスクの高い学習活動（合唱や管楽器演奏、調理実習等）については、換気、身体

距離の確保や手洗いなどの感染対策を十分に行った上で実施していきます。 

  ※学校の規模や設備等の状況で、実施の方法が異なりますのでご了承ください。 

 

２ 修学旅行・林間学校等、宿泊を伴う行事及び校外学習（市外）について 

● 計画通り実施する予定ですが、次の記載の要件を満たした場合は中止・延期とします。 

○目的地及び野田市が「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」の発令対象地とされ

た場合。 

 



３ 令和３年度卒業式、令和４年度入学式について 

● 学校の規模や体育館の広さ、練習時間等を考慮し、時間や内容、参列者の受け入れ等

を工夫し、感染防止策を講じて行います。なお、保護者の参列は２名以内とし、来賓

の参列はなしとします。歌や呼びかけを行う場合は、間隔を保ちマスクを着用します。 

 

４ 令和３年度修了式、令和４年度始業式について 

 ●各学校の実態に応じて、時間の短縮、２部制等の参加人数の制限、リモート・校内放送

の活用等、学校ごとに感染防止策を工夫して実施します。 

 

５ 園児児童生徒の出席について 

● 園児児童生徒本人に発熱や風邪症状のある場合は、登校せず早めに医療機関等受診し

てください。欠席となる場合は「出席停止」扱いとします。 

● 子どもが感染する場合の多くは家庭内感染です。同居の家族が濃厚接触者に指定され

た場合や、同居するご家族に発熱や風邪症状がある場合は、本人が健康の場合でも家

族の健康状況が良好と確認されるまで、登校を控えることを勧めます。欠席する場合

は「出席停止」扱いとします。 

● 園児児童生徒本人が「新型コロナウィルスワクチン接種」を受けた場合や、接種後発

熱等の症状がみられ、欠席する場合は「出席停止等」扱いとし、遅刻・早退する場合

は出席と同様な扱いとします。 

 

６ 園児児童生徒及び家族が「陽性」と判明したときの連絡方法について 

 ● 平日は学校に、医療機関、健康状態、今後の対応等を報告してください。 

 ● 学校休業日は、市役所（代表 04-7125-1111）守衛に連絡してください。学校教育課長

が保護者の方に折り返し連絡します。 


